
令和６年10月以降に「訪問施術」を実施した場合の生活保護法施術券の提出方法について（お知らせ）

令和６年10月以降に生活保護受給中の方に「はり・きゅうの訪問施術」を実施した場合、

当面の間、下記太枠部分だけを記入した「施術券」と「療養費支給申請書」を両方提出してください。

【療養費支給申請書】
・「被保険者欄」と「施術内容
欄」のみ記入します。

・手書きではなく、使用してい
るソフト等で作成したものでも
差し支えありません。

（注意）本取扱いは大阪市で生活保護を受けている方だけが対象です。

【施術券】
・本市の施術券様式には「訪
問施術料(R6.10創設)」を記
入する欄がないため、当面の
間、療養費支給申請書（新様
式）を併せてご提出ください。

・当面の間、従前通りの様式
を交付しますので、太枠部分
だけをご記入ください。

令和６年８月作成

【提出先】
大阪市福祉局保護課(医療G)



令和６年10月以降に「訪問施術」を実施した場合の生活保護法施術券の提出方法について（お知らせ）

【施術券】
・本市の施術券様式には「訪問
施術料(R6.10創設)」を記入す
る欄がないため、当面の間、療
養費支給申請書（新様式）を併
せてご提出ください。

・当面の間、従前通りの様式を
交付しますので、太枠部分だけ
をご記入ください。

令和６年10月以降に生活保護受給中の方に「あんま・マッサージの訪問施術」を実施した場合、

当面の間、下記太枠部分だけを記入した「施術券」と「療養費支給申請書」を両方提出してください。

【療養費支給申請書】
・「被保険者欄」と「施術内容
欄」のみ記入します。

・手書きではなく、使用してい
るソフト等で作成したものでも
差し支えありません。

（注意）本取扱いは大阪市で生活保護を受けている方だけが対象です。

令和６年８月作成

【提出先】
大阪市福祉局保護課(医療G)
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